
今年 4 月に特許庁が審査基準を改定し、

食品にも用途特許が認められることとなっ

た。これにより、関与成分に今まで知ら

れていなかった効果を発見した場合、特

許として20年間の排他的独占権が生まれ

る。権利侵害が確認された場合には特許

法により、販売差止のほか、在庫廃棄、

設備除去、損害賠償などを請求できる。

例えば難デキ（難消化性デキストリン）

は、「食後血糖の上昇抑制」などのヘルス

クレームで特保や機能性表示食品に幅広

く使われている。仮定の話として、もし

難デキに同様の効果がまだ知られておら

ず、「食後血糖の上昇抑制」を今回新しく

発見し、用途特許で権利化した場合。そ

うなると、難デキを使用した商品で「食

後血糖の上昇抑制」を表示できるのは今

後20年間自分だけとなり、他社が難デキ

を使って同様のヘルスクレームを表示し

たい場合には、ライセンス料の支払が必

要となる。権利を侵害された場合には、

その商品の販売差止を請求でき、侵害者

が在庫や生産設備を持っている場合、そ

の廃棄や除去、すでに販売して売上を上

げている場合には損害賠償を請求できる。

裁判所が権利侵害を認めれば、強制執行

となる強力な権利だ。

いままでは食品について用途特許が認

められていなかったため、物質特許や製

造特許などが主流だった。しかし製造特

許の場合は、物自体の特許ではなく、方

法の特許であるため、権利侵害を立証す

るのが難しい。また、物質特許は用途と

関連づけられていないため、物質には特

許権を有していても、他社がその物質に

新たな用途（効果）を発見した場合には、

そちらの用途特許となり、新規のヘルス

クレームは抑えられてしまう。

今後は、①既存成分であっても新たな

用途を発見すれば特許となる、②新規成

分を発見した場合には、用途も合わせて

特許で権利化する、③他社が同じ成分で

同様のヘルスクレームを表示しようとした

場合、権利行使を行う、④商品パッケー

ジなどにヘルスクレームを表示する場合、

他社の権利を侵害していないか確認する、

などの措置が必要になる。

取材ではすでに 5 月あたりから、機能

性表示の届出前に用途特許で出願を進め

ている企業があることが判明。本格的な

権利化が進むのは出願公開後の来年秋以

降とみられるものの、早期審査ですでに

権利化されている場合もある。

ヘルスクレームは売上に直結するもの

であることから今後、機能性表示食品に

おいて用途特許をめぐる企業間の綱引き

が激しくなり、勝者と敗者がでてくるこ

とは目に見えている。特許は先に出願し

た方が有利であることから、レースに出

遅れないための対応が迫られる。
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機能性の特許戦争はじまる

特集 機能性表示、特許戦争はじまる機能性表示、特許戦争はじまる
品の用途特許が今年4月から認

められるようになった。機能性

表示食品のヘルスクレームに直結する

問題であることから、健食業界におい

ても各企業の対応が迫られている。す

でに水面下で動き始めている機能性食

品の特許戦略を追った。

食
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昨今の機能性食品について研究開発の

活発化に伴い、特許庁が特許出願の審査

基準を改訂し、今年4月から食品にも用途

特許が認められるようになった。これに

より、食品も用途特許として物自体の保

護が図られることになった。

従来、すなわち今年 4 月より以前で

あっても、食品に特許が認められていな

かったわけではない。例えば、寿司飯の

上に寿司ねたと共にアロエベラの葉肉を

のせた寿司や、蕎麦粉に焼き麩の粉を加

えて練り上げた蕎麦などが特許になった

例があり、食べ物の特許は従来から認め

られている。

では、何が変わったかといえば、従来

は認められていなかった食品分野での

「用途発明」が認められることになった点

だ。

いままでは、「成分Ａを添加したヨーグ

ルト」が既に公知であった場合、「成分Ａ

を添加した骨強化用ヨーグルト」は用途

発明として認められなかった。そのため、

製造方法で出願したり、成分そのものと

して組成物や○○剤のような形で出願し

たりして、特許にする実務が行われてい

た。

今回は、この基準が改訂になり、食品

であっても、①ある物の未知の属性の発

見と、②その属性により、その物が新た

な用途への使用に適することを見いだ

したこと、という 2 つの要件をクリアす

れば、用途発明として認められることに

なった。例えば、「成分Ａを含有する食品

組成物」が既に公知であったとしても、

「成分Ａを有効成分とする二日酔い防止用

食品組成物」という発明が用途発明とし

て認められる。

但し、動物又は植物そのものについて

は、用途発明は認められない。従って、

例えば、未加工のバナナを○○用として

売り出そうとして「○○用バナナ」とし

て出願しても（単なる）用途限定のない

バナナとして審査されるため、新規性は

認められない。

また、たとえ用途発明として新規性が

認められたとしても、進歩性などの要件

をクリアする必要がある。用途発明で審

査が通り易くなったわけではない。

従来は製造方法などで出願していた食

品についても、今後は、食品という物自

体として特許が認められる。製造方法

などの方法の特許権では、他社が模倣し

ている場合、製造方法の工程を実施して

いることを立証する必要が出てくる。し

かし、食品などの物の特許権であれば、

権利者にとって権利侵害の立証が容易に

なる。

今回の審査基準改訂により、機能性食

品それ自体についても特許権で保護する

ことが可能となったため、今後は食品の

用途発明に関する特許出願が増加するこ

とが予想される。

UBMメディアでは来年1月27日（金）、機
能性食品の開発・製造に携わる方に特化
した特許セミナーおよび個別相談会を行
います。
当日は食品分野に詳しい弁理士の先生

2名をお招きし、特許の基本から用途発
明を踏まえた戦略までの実践セミナーを実
施するほか、個別相談会を開催いたしま
す。（詳細は33面をご覧ください）

特許セミナー・個別相談会を開催


